
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年9月14日 
 
 

台風第18号等による被害を受けられた皆さまへ 

株式会社アソシア 

 

 

台風第18号等により被害を受けられた皆さまに謹んでお見舞申し上げます。 

皆さまのご無事と1日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。 

弊社では、台風第18号等により被害を受けられたご契約者の皆さまに対して 

下記のお取扱いを実施いたしますのでご案内申し上げます。 
 
 

記 
 
 
 

継続契約の締結手続き及び保険料払込の一定期間の猶予措置について 

弊杜保険の継続(更新)に伴う諸手続き及び保険料の支払につきまして、災害の状況に

鑑み一定期間の猶予措置を設ける等の特別措置を実施いたします。下記の<お問合せ先>

までご連絡ください。弊社では、上記事項以外につきましても、下記の窓口において、

ご契約者の皆さまからのお問合せ・ご相談を承っておりますのでお申し出ください。  
 
 

<お問合せ先> 

株式会社アソシア業務部 

電話番号 0120-953-827(受付:平日 9:30～17:00) 

03-3265-7821(受付:平日 9:00～17:00) 

 

適用都道府県 適用市町村 法適用日 

茨城県 

古河市 

結城市 

下妻市 

常総市 

筑西市 

結城郡八千代町 

猿島郡境町 

2015 年 9 月 9 日 

 


